
 

 

 

 

 

整形外科の診療日が平成 31 年４月から

以下のとおりに変更となります。 
 

◆平成 31 年３月まで 

毎週 月曜日午前、午後 

      ⇓ 

◆平成 31 年４月から 

 毎週 月曜日午前、金曜日午前 
 

 

なお、診療は完全予約となりますので、

整形外科受診の際は、必ず電話（１４時以

降）又は外来窓口（整形外科診察日）で予

約していただきますようご理解とご協力

をよろしくお願いします。 

 

 

平成31年４月１日 

病 院 長 

整形外科からのお知らせ 


